
「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要 

 

令和４年１０月１１日 熊本県人事委員会 

【給与勧告のポイント】 

３年ぶりに月例給、期末・勤勉手当（ボーナス）ともに引上げ 

①民間給与と職員給与の較差(0.23％)を解消するため、初任給及び若年層の給料月額を引上げ 

②期末・勤勉手当(ボーナス)の支給月数を民間に見合うよう、0.10月分引上げ  

 

１ 人事委員会勧告制度の基本的考え方 

・ 人事委員会勧告制度は、職員の労働基本権制約の代償措置として、地方公務員法に定め

る情勢適応の原則及び均衡の原則に基づき、適正な勤務条件を確保するため設けられてい

る。 

・ 本委員会は、県内民間企業の給与等の状況を精確に調査・分析した上で、人事院の報告

及び勧告、他の地方公共団体の職員給与等の状況を総合的に勘案し、議会及び知事に対し

て報告及び勧告を実施する。 

 

２ 民間給与との比較に基づく給与改定等 

(1) 民間給与との比較 

① 月例給 

本県職員と民間の４月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢

を同じくする者同士を比較 

○ 民間給与との較差 818円（0.23％） 

[行政職･･･平均年齢 43歳１月] 

  民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ） 

359,077円 358,259円 818円 

 

② 期末手当及び勤勉手当（ボーナス） 

昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と本県職員の年

間の支給月数を比較 

民間の支給割合（Ａ） 職員の支給月数（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ） 

4.42月 4.30月 0.12月 

 

 

 

 

 

 

県内の 200事業所を対象に約 6,000人分の個人別給与を実地調査（完了率 87.5％） 



(2) 給与改定 

① 月例給 

    ・ 行政職給料表について、大学卒業程度の初任給を 3,000円、高校卒業程度の初任給

を 4,000円引き上げることとし、これを踏まえ、若年層の職員が在職する号給につい

て所要の改定を行うこととする。 

    ・ 他の給料表も、行政職給料表との均衡を基本に改定を行うこととする。 

 

② 期末手当及び勤勉手当（ボーナス） 

民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を 0.10月分引き上げることとする。 

    年間 4.30月 → 4.40月（引上げ分は勤勉手当に配分） 

 

＜一般職員の支給月数＞ 

 ６月期 12月期 年  間 

令和４年度 期末手当 

      勤勉手当 

1.20月（支給済み） 

0.95月（支給済み） 

1.20月（改定なし） 

1.05月（現行 0.95月） 

2.40月（改定なし） 

2.00月（現行 1.90月） 

令和５年度 期末手当 

      勤勉手当 

1.20月 

1.00月 

1.20 月 

1.00 月 

2.40月 

2.00月 

   

［実施時期］ 

 ・給料表：令和４年４月１日 

・期末手当及び勤勉手当：令和４年 12月期分：令和４年 12月１日 

令和５年度以降分 ：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 勧告後の平均給与（行政職） 

給与月額：＋777円 （改定前 358,259円 → 改定後 359,036円）  
〔給料表改定：776円  はね返り分（注）：１円〕 

（注）給料等の改定に伴い諸手当の額が増減する分 

年間給与：＋50,000円（改定前 5,892,000円 → 改定後 5,942,000円）  



３ 職員の人事管理に関する今後の課題 
 
(1) 人材の確保及び育成等 
① 多様で有為な人材の確保及び育成 

・ 本委員会は、技術系職種における受験者の確保はもとより、多様で有為な人材の確保を図るため、

任命権者とより緊密に連携をとり、効果的な採用広報活動と試験制度の改善に取り組む。 

・ 業務を通じた人材育成や職務別・階層別の研修を実施するとともに、人事評価制度を適切に運用

することで、職員の能力や意欲の向上を図るなど、長期的な視点から、人材育成により一層努める

こと。 

 

② 能力及び実績に基づく人事管理の推進 

・ 人事評価者を対象とする研修の充実を図ることにより、評価能力の向上を進め、人事評価の客観

性や納得性をより一層高めるとともに、求められる役割の認識を深めさせ、人事評価を通じた人材

育成がより効果的なものとなるよう努めること。 

・ 人事評価制度について、本県における制度の運用状況や国における制度改正等を踏まえ、本県の

状況に応じた必要な見直しを行い、引き続き、能力及び実績に基づく適切な人事管理を進めること。 

 

③ 女性職員の活躍推進 

・ 職員それぞれの能力を最大限に活かす人員配置やキャリアアップの支援、仕事と家庭の両立がで

きる勤務環境づくり等に努めながら、引き続き女性職員の育成と登用を積極的に進めること。 

 

④ 定年の引上げ 

・ 該当する職員に対し、適切に情報提供を行うとともに、職員がこれまで培った知識や経験等を十

分に活用できるよう、個々の適性や能力に応じた人事配置を行うこと。 
 
(2) 働き方改革と勤務環境の整備 

職員の能力と意欲を十分に引き出すためには、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を

図り、健康で豊かな生活を送る時間が確保できる勤務環境を整備することが重要である。 

働き方に関する価値観やライフスタイルが多様化する中、総実勤務時間の縮減や柔軟で多様な働き

方の推進等、働き方改革に取り組むことは、職員のワーク・ライフ・バランスの実現はもとより、多

様で有為な人材の確保にもつながる。 

 

① 総実勤務時間の縮減 

ア 時間外勤務 

・ 豪雨災害への対応は落ち着いたものの、新型コロナウイルス感染症への対応は継続し、さらに、

産地偽装問題などの新たな行政課題への対応も必要となり、職員一人あたりの時間外勤務時間数

は僅かな減少にとどまる。 

・ 特例業務の範囲は必要最小限のものとしなければならないことに留意しつつ、上限を超えて時

間外勤務を命じた場合の要因の整理、分析等を踏まえた適切な対策を講じること。 

・ 客観的な記録を基礎として職員の勤務時間を適正に把握することを徹底した上で、業務の削減・

平準化、デジタル化の推進による業務の効率化、繁忙な部署への弾力的な人員配置等、時間外勤

務縮減に向けた取組を一層進めること。 

・ 本委員会としても、任命権者の時間外勤務命令上限規制の運用や遵守状況等を把握し、指導・

助言する。 

 

イ 教職員の在校等時間 

・ 令和２年度に教育委員会で策定した、学校における時間外在校等時間の上限に関する方針など

を踏まえ、在校等時間の長時間化を防ぐ取組を継続的に推進すること。 

 

 

 



ウ 年次有給休暇の取得 

・ 計画的取得の推奨、意識啓発、管理職の率先取得等による、取得しやすい職場環境づくりに一

層取り組むこと。 

 

② 職員の健康管理 

・ 長時間労働の縮減を推進するとともに、産業医などによる面接指導やストレスチェックの活用を

積極的に行うなど、職員の健康管理を徹底すること。 

 

③ 仕事と家庭の両立支援の推進 

・ 男性職員の育児休業の取得率は、他の都道府県と比較して低い水準にある。 

・ 育児休業等の取得を希望する職員が、躊躇することなく取得できる環境整備をすること。 

・ 職員がライフスタイルに応じて必要とする制度を活用できるよう、仕事と家庭の両立支援のため

の制度の周知・啓発を行うなど、引き続き環境整備を進めること。 

 

④ 柔軟で多様な働き方の推進 

・ 時差出勤や在宅勤務等の柔軟で多様な働き方について、それぞれの職場や職務内容に応じた取組

の効果や課題を検証し、職員が利用しやすい環境を整備すること。 

・ 障がいのある職員が能力を最大限発揮できるよう合理的配慮を行い、勤務環境の充実を引き続き

図ること。 

 

⑤ ハラスメントの防止 

・ 管理監督者及び相談員を対象とした研修の充実や相談体制の周知に取り組むとともに、職員一人

ひとりがハラスメントへの関心と理解を深め、ハラスメントのない良好な職場環境を確保すること。 
 
(3) 会計年度任用職員等の勤務条件 
・ 会計年度任用職員については、今後も、常勤職員や国の非常勤職員との均衡を保つこと。 

・ 臨時的任用職員については、常勤職員との均衡及び勤務の内容を踏まえ、適正な処遇が確保できる

よう、引き続き検討すること。 

 

(4) 県民の信頼確保 
・ 職員一人ひとりが初心に立ち返り、全体の奉仕者であることを自覚するとともに、公務員としての

高い倫理意識と使命感を持つこと。 

・ 法令遵守に係る指導の徹底や職員研修等により、綱紀の保持に万全を期し、県民の信頼確保に努め

ること。 

 

 


